
一般国道104号 青森県八戸市八幡館ノ下
特殊車両(車高4.1m超)通行規制のお知らせ

一般国道104号青森県八戸市八幡館ノ下地内の歩道橋補修工事のため、
特殊車両の通行規制(車高4.1m超過車両通行不可)を行いますのでご協力を
お願いします。

規制場所 青森県八戸市八幡館ノ下地内(ももとせ横断歩道橋) 上下線

規制内容 特殊車両（車高4.1m超過）通行不可 終日

規制時間
自 令和６年 １月１５日(月)
至 令和６年 ４月２７日(土)

迂回路
車高4.1m超過車両については、田面木交差点・県道八戸停車場線～一日
市交差点・市道一日市矢沢2号線を迂回願います。

◎お問い合わせ
国土交通省 青森河川国道事務所 道路管理第一課 TEL 017-734-4573

〃 八戸国道出張所 TEL 0178-28-1613
日本道路交通情報センター （青森センター） TEL 050-3369-6602
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